
公   告   書 

 

公告 第 360号 

令和 4年 10月 6日 

 

組合規程の一部変更について 

 

令和 4年 10月 1日から当健康保険組合の規程を以下のとおり変更する。 

「個人情報保護管理規程」 

1．別表 1 健康保険組合が保有する個人情報中、「・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被

扶養者有無、前年度収入額」の後に「・その他被保険者等にかかる情報」、「医療費等にかかる

情報」の後に「、その他被保険者等にかかる情報」を加え、「その他」を削り「申請理由等」の後に「、

その他被保険者等にかかる情報」、「医師の意見にかかる情報」の後に「、その他被保険者等にか

かる情報」、「出産への処置にかかる情報」の後に「、その他被保険者等にかかる情報」を加え、

「請求者にかかる情報」を「その他被保険者等にかかる情報」に改め、「指導結果」の後に「、その

他被保険者等にかかる情報」を加える。 

2．別表 2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的中、「・被扶養者認定事務に

かかる課税・非課税、住民票関係情報等」の後に「・保険給付及び任意継続被保険者の保険

料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報」を加える。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

この規程は、令和４年 10月 1日から施行する。 

 

 

サンデン健康保険組合    

理事長 大月 孝宏   



新旧条文対照表 
新  条  文 旧  条  文 

別表１ サンデン健康保険組合等が保有する個人情報 

 

別表２ 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 

1～6 （略） 

７．特定個人情報 

番号法第 19 条第 7 号において定められた他の医療保険者

又は行政機関（以下「他機関」という。）との情報連携におけ

る利用目的 

【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 

・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給

付情報等 

・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 

・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 

・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情

報等 

・保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務

にかかる公金受取口座の情報 

【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 

・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務

にかかる組合における保険給付関連情報 

・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にか

かる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報 

 

8 （略） 

 

附則 

この規程は、令和４年 10月１日から施行する。 

別表１ サンデン健康保険組合等が保有する個人情報 

 

別表２ 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 

1～6 （略） 

７．特定個人情報 

番号法第 19 条第 7 号において定められた他の医療保険者

又は行政機関（以下「他機関」という。）との情報連携におけ

る利用目的 

【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 

・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給

付情報等 

・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 

・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 

・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情

報等 

 

 

【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 

・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務

にかかる組合における保険給付関連情報 

・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にか

かる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報 

 

8 （略） 

 

 


